
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

袋の正しい結び方 

①ごみを入れた「袋自体」で、袋の口を結べること。 
※結び口にテープやひもなどは使用しないこと。 

②中身が漏れ出さない（飛散しない）こと。 

ごみ袋の使用ルール 
ごみ袋は、袋の口を正しく結んで出してください。 

袋の口を結べない大きなごみは、粗大ごみです。 

【小さめのごみ】 

中身が漏れないように、

袋の両端２か所を 

結んで出す。 

【大きめのごみ】 

必ず袋の両端１か所以上

を結んで出す。 
 

【さらに大きめのごみ】 
 

袋に入れてみたけれど・・・ 

正しく結べない 
 

粗大ごみの対象 

両端を ２か所 結ぶ 

両端を １か所以上 結ぶ 

結べない・テープ使用 

御船町役場環境保全課 環境衛生係 ☎096-282-1604 

【燃やすごみ指定袋】【埋め立てごみ指定袋】【透明袋】 

の共通ルールです。 

袋に入れてみたが・・ 

（原則、粗大ごみシールを貼って出す） 


